
別紙様 式2-1 提出先 沖縄県

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和 4 年度)

1 基 本情報 〈共 通 〉

フリガ ナ ライフ・ケアカブ シキガイシ ャ

法入名 ライフ・ケア株式会社

法人所在地

〒901-0243 1オキ ナ ワ ケ ン ト ミ グス ク シ ア ザ ウ エ タ

沖縄県豊見城市字上田1番地1

フリガ ナ マキシ ア ヤ ノ

書類作成担当者 牧志 綾 乃

連絡先 電話番号1098-856-68001FAX番号1098-856-6811 1 E-mail lmakishi@elifecare.net

本計画 書で提 出する加 算 】 ※加算名をチェックすること。

2 賃金改善計画 についてく共 通 〉

※本計画に記載された金額は見込額であり、提出後の運営状況(利用者数等)、人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得る。

※本様式のオレンジセルでは下記の要件を確認しており、セルが「○」でない場合、加算の算定要件を満たしていない。

Ⅰ 介護職員の賃金改善の見込額が、処遇改善加算の算定見込額を上回ること

Ⅱ 介護職員その他の職員の賃金改善の見込額が、特定加算の算定見込額を上回ること

(1)介護職 員処遇改善加算

① 算 定する加算の区分
冫:て 別 紙 様 式 2- 2の とお り

②介 護職員処遇改善加算の算定対象月

③令 和 4 年度介護職員処遇改善加算の見込額 7.279.05611円

④ 賃 金 改 善 の 見 込 額 (i-ii) (右欄の額は③欄の額を上回ること) 7,279,337 円

1)介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額) :
\・・・一 哉・′」・′・;′・S1不?-・・,-シ・、 ・一.

円

且)前年度の介護職員の賃金の総額 (処遇改善加算等を取得L実施される賃金改善額及び独自の賃

金改善額を除く)【基 準額1】(ア)一(イ)一(ウ)一(工)
26987663 円

(ア)前年度の介護職員の賃金の総額 :

(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額 1

(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額(その他の職種に支払われた額を除く) 1

1゙・慮 ・・“・r二..'t.- ..
円

円

円

し宰々}祝,′{}};:;駕要3;硯rQ3.、・.′・・ソー・
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[ {(工)前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額

.、替、0-フー÷・-, ,′-・1,.ぬ,′-.1・ンマ3ミ′驚一゙

円
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⑤ 賃 金改善実施期間 ′ 令和 ′4 年 7 月 ～ 令和 ・5 7 年,′)16・,・-″月 1
・・..1 ・ト′ Z. ′t ゛ゝ ・゙一 l.・-・

(記入上の注意1

・(1)④i)の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)」及びn)(ア)の「前年度の介護職員

の賃金の総額」には、介護職員処遇改善加算による賃金改善を行った場合の法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

(1)④ i)の「介護職員処遇改善加算の算定により賃金改善を行った場合の介護職員の賃金の総額(見込額)」には、特定加算、処遇改善支援補

助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金の改善Q5R額を除いた額k記載すること。(この際、介護職員等ベー

スアップ等支援加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、同加算に係る改善見込額については、令和4年10月から賃金改善実施期間の最終月

(原則として令和5年3月)までの月数 に、1月あたりの補助金の平均見込額を乗じることによって算出すること。)

※1月あたりの補助金の平均見込額は、(参考)補助金別紙様式2-1の「2賃金改善計画について」①の額を、補助金の交付対象期間の月数で除し

た額とする。なお、捕助金を取得せず、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、仮に補助金を取得する場合の

1月あたりの補助金の平均見込額を算出すること。

・(1)④五)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等処遇改善加算の加算の総額」は、都道府県国
民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。(待定加算の加算の総額については、

その他の職種に支給された額を除く。)

・(1)④且)(工)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善
加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善について

は、「(3)ハ 各 介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を

記載すること。



(2)介護職員等特定処遇改善加算

① 算 定する特定加算の区分

※①、③、④ 別 紙様式2-3のとおり、② 別 紙2-2のとおり

② 介護職員処遇改善加算の取得状況

③介護福祉士の配置等要件※サービス提供体制強化加算等の届出状況

④ 特 定加算の算定対象月

⑤ 令 和 4 年度介護職員等特定処遇改善加算の見込額(g) 1,480,464 円

⑥ 賃 金改善の見込額(i-且) (右欄の額は⑤欄の額を上回ること) 1,481,000 円

1)特 定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額) 「′一“- 55,386,956 円

五)前 年 ユ の賃金の総額(処遇改善 口界等を取得し実施される賃金改善額及び独 自の賃金改善額を除

く)【基準額2】(ア)一(イ)一(ウ)一(工)
53,905,956 円

(ア)前年度の賃金の総額

(イ)前年度の介護職員処遇改善加算の加算の総額 1

(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

(工)前年度の各介護サービス事業者等の独 自の賃金改善額

1---一 石[旋-),766“ 円

円

・円

円

7,333,810

⑦平 均賃金改善額
経験・技能のある

介護職員(A)
他の介護職員(B)

1 “--一 “-- --″“

1 その他 の職 種 (C)

1,.- ...-....-...-、.-.-
1)前 年度の賃金の総額 (処遇 改善加算等 を取得 し実施される 1

賃全 改善 額及び独 自ρヌ 金改善額 (険く)(h) 11

乳
円j111,744',081!1円11-“26抛 迅g1円

n)前年度の常勤換算職員数(i) j1 -815“人111  73.31
1 - --... .- ......1

1人 11゙ 91.7[吟
市)前年度の一月当たりの常勤換算職 員数 (j) 1
---  1

■ -“70人1]1- -._'I6.!5i1人 :1““一 - 7.-6',1
] 一-.......... ...1..-..-.....-....え 一., ..

1人

N)前 年度 のグループ毎の平均賃金額 明 額 )【基 準額 3】(h)/(i) 1 187,038 円(; 1円 1 1円

○・(A)のみ実施

(マ≦ダ≦盲({フ乙蕃″11  ゚1.480.5゚0円)
④ (A)及び(B)を実施

:手?;_li(% r;>lisC:i! I ( 1,480,554 円)
※当該年度の特定加算の見込額と前 ○ (A)(B)(c)全て実施

より算出した職員数から算出した一人  ( 井DIV/O! 円 )

プ毎に配分可能な加算総額(年額)) O 上゙記以外 の方法で実施1
 ( O 円 )

17,625 円

( 1,480,500 円 ) / /一/ /一
14,865 円

( 1,248,660 円 )

2,973 円

( 231,894 円 )

#DIV/O! 円

( #DtV/O! 円 )

#DIV/O! 円

( #D[V/O! 円 ) ・

#DIV/O! 円

( #DlV/O! 円 )

■・円11 11円11 11円
( 0 円 ) ( O 円 ) ( 0 円 )

月額平均8万円の賃金改善となる者又は改善後の賃金が年額440万円となる者 L」人(見込)
(「月額 平均8万円の処遇改善又は改善後の賃金が年額440万円以上となる者」を設定で O

口小規模事業所等で加算額全体が少額であるため。
t〕職員全本の賃金水準が低く、直ちに月額平均8万円等まで賃金を引き上げることが困難であるため。

[1ど額平均8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層や役職にある者に求められる能力や処遇を明確化する
ーとが必要であり、規程の整備や研(1ζ・実務経験の蓄積などに一定期間を要するため。

口 その他( 、)

⑧ 賃 金改善実施期間(k) 11 令和 4 年 7 月 ～ 令和“5 糸 6 月( 12か月):

(記人上の注意1

・(2)⑥ i)の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」及び且)(ア〉の「前年度の賃金の総額」には、特定加算による賃

金改善に作う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。

(2)⑥ i)の「特定加算の算定により賃金改善を行った場合の賃金の総額(見込額)」には、処遇改善加算、処遇改善支援補助金及び介護職0等

べ-スアップ等支援加算(仮称)を取得し実施される賃金改善額を除いた額を記載すること。(この際、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)

を取得する意向のある事業所は、同加算に係る改善見込額については、令和4年10月から賃金改善実施期間の最終月(原則として令和5年3租 ま

での月数 に、1月あたりの楠助金の平均見込額を乗じることによって算出すること。)

※1月あたりの補助金の平均見込額は、(参考)補助金別紙様式2-1の「2賃金改善計画について」①の額を、補助金の交付対象期間の月数で除し

た額とする。なお、補助金を取得せず、介護職員等ベースアップ等支援加算(仮称)を取得する意向のある事業所は、仮に補助金を取得する場合の

1月あたりの補助金の平均見込額を算出すること。

・(2)⑥五)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国
民健康医険団本連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

・(2)⑥且)(工)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善

加算を取得した隼度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。)本欄に記載した賃金改善について

は、「(3)ハ 各介護サービス事業者等による処遇改善加算、特定加算の配分を除く賃金改善」欄に支給額、方法等の具体的な賃金改善の内容を

記載すること。



(2)⑦i)の「前年度の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び独自の賃金改善額を除く)」には、一括申請を行う場合に

ついては、原則として、前年1月から12月までの賃金の総額を記載すること。ただし、「その他の職種(C)」には、賃金改善前の賃金が既に年額440

万円を上回る職員の賃金を含まないこと。

(2)⑦祖)の「前年度の一月当たりの常勤換算職員数」には、一括申請を行う場合については、原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方

法により算出した職員数を記載すること。また、賃金改善前の賃金が既に年額440万円を上回り、特定加算の配分対象とならない職員については、

「その他の職種(C)」の常勤換算職員数に含めること。なお、「そのf也の職種(C)」については、実人数によることもできる。

(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法

イ 介護職員処遇改善加算 ※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(V)2 " 更'3 1-＿

賃金改善を行

う給 与の種類
目.基本給 [コ手当(新設) 〔]手当(既存の増額) 口賞与 口 ぞの他

1

1

具体的な取組

内容

h

(当該 事業所 における賃金 改善 の内容の根拠 となる規則・規程)

'O就業At'Jtlの見畝し 白;賃金規程の見1-+'[l_. 巨1そ+7)他t 2ξ・ヤジ・アバス要.件規定 .゙′・一 ′ )

(賃金改 善 に関する尾定内容 }

ぃ ). 醜 , 夕 ?Lコ  4, , j
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碧ご頷=る呂zM宝董そtsυ竺とじて、7メJら必あ遍しト角テ2iu弘謀楚色呈屯六み1夕;閃バI實)vもし〒なI毫月σ)廠与で介-)こメ職名・し、 ′
四 あ ., ・ち々ごr ノ巨. イ ぜ ム 、 . - 1; , ・ 

・・・・ 7 ・ ・・ - ・ - , .・ ・ 一 、 ・ ,査〒〒今1ヴΣ冬.霊ケ・Tるる. -.、一 , . 票注規定′宝横誌璽》.゙ .、 ,,燗..,-:,・・. -・
7゙′,・:ぐ.′・コ.J,′、.′′.・,-_ ,_l1-;1′・′,、′-゙゙.・,・Iゴ,′-.,..′.′.;′.′、.:、.′、′゙′.]、/,′・・・・-,-“・ ・′、・9 -・′:.′・・ ・ 冒 ・・・、′ ,

-゙ 〆 ・・ ＾ -ム 、 7j -) .、・ダ}.t ・ゝ- ・ 一,. L ・ 駅 , ユ ′ , ・一 -1 ・゙  , - -)ウー 、.,1 1 冫  ・ ,  - . 1.- 1

※七記の根処規程のラち、賃金改みに関する部分を記載すること,

※前年度に提出[,た訃画書から変更があ6場合には、変更箇所を丁線とナるなど明確にすること。

(f二記取組 の開始時期) ― 会和 ,1 午 ゙ ジ" ゝr1 (′図}実施済 口:予定 ) 『

ロ 介護 職員等特 定処 遇 改 善加 算 ※前年度に提出した計画書の記載内賽から変更がない場合は「変更なし」にチェック(1 )

1
経験・技能の :

ある介護 職員 1

の考え方 .
k

次の条件を.満たす允護職穢を「経験・技能の.ある介護職員1とL5 共体的な支給頷は人事考課を踏まえて決定
①常勤専従.の介護福祉:Lを.所有する者 ゛

②介.護.分野の、高度かり適切な技術を身に着けている、青

賃金改善を行 []"C-x)軽験・技能のある介護職貝 [E]fl3)他pT晴護帳員 口((袷の他の職種
う職 員の範 囲

(し九〉にチェ・ンハV)がない場合その理由) 薯
賃金改善を行

う給 与の種類 [1基本給 [1手当《′設) [].手当(既存の増凱) 日賞与 D.その他

I

二孟的な取組1
[.

(当該事業所ごこおいて貸金改養内容σ)根拠となる規則・規程)

[]就業規則の見1〆(L. 口,賃金規捏6り楚直し 口 その・姐 ( キャリアバス要注規定 )

(賃金改養に関する規定向容,

-1

特,定処遇改′首・の新設(引き上ば幅は資格、経験、技能、勤務成禎等を考慮(7て各人ごとに決定〉 特定処遇改善加・算の額を次の通り

とする。 介護需祉七 月額1.0,000円-13,000円 その姐介護職員 月 額1,000円～3,000円

その他介護職員は、実務者研修資格、初任者研.修資格、無資格の者とする、,

全てを統ルて「持定処遇改1董手当,I項8として毎月の給(1.で支給し,残金を賞与とじて支給する。 E
上

※ヒ記の根拠,規程V〉うち、賃金改′迫【こ関する部≦)を記1敗すること。.

資・格・手当等;二含めて賃金改gを行r)場合は、モの旨を記載十ること、.

※前年度に提出Lたス{一画書から変更がある湯合に.は、変更箇lyiを工線とナるなど明確にすること。

(E記取組 の開始時期) 1賢和 杢 年 4 月 (口:実施済 口予定 ) 1

ハ 各 介 護 サ ー ビス事 業 者 等 に よる処 遇 改 善 加 算 、特 定 加 算 の 配 分 を除 く賃 金 改 善

(1)④五)(工)又は(2)⑥五)(工)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額Jに計上する膓合は配栽

独 自の 賃 金改ζ

取組内容 ―
1

 ゚ (

1 :1

許;竺



3 キャリアパス要件 についてく処 遇改善加算 〉

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(])置 変更なし

次の要件について該当するものにチェック(V)し、必要事項を具体的に記載すること。

キコ・リアパス要件I 次のイからハまでのすべての基準を満たす。 橿加算Ⅰ・Ⅱの場合は必ず「該当」図[該当 0 .非該当

イ :介護 職 員の任 用における職位 、職 責又 は職務 内容 等の要 件を定めている。

ロ1イに掲 げる職 位 、職 責又 は職務 内容 等に応じた賃金体系を定めている。

ハ イ 、口について、就 業規則等の明確 な根拠規定を書面で整備し、全 ての介護職員に周知 している。

キ;-リアパス要件Ⅱ 次のイとロ両方の基準を満たす。 Efjio算Ⅰ・"Ⅱの遣合は必ず「該当]日,該当 “駅(非該当

イ
介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見交換しながら、資質向上の目標及び①、②に関する具体的な訃画を策定し、
研修の実施又は研修の機会を確保している。

1・i]・
,1,。1

資質 向上 のための計画 に沿って、研 修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、

介護職 員の能力評 価を行う。 ※当該取組の内容について下記に記載すること

1月工回の族設内00tプ vじプター制度
イの実現のための具体的な取 [
組 内容

(該 当する項 目にチェック(&/)

した上で、具 体的な内容 を記

載)

1

口

資格 取得 のための支援 の実施 ※当該取組の内容について下記に記載すること

" 1

ロ イについて、全 ての介護 職 員に周知している。

キーrリアパ ス要 件 Ⅲ 次 のイとロ両 方 の基 準 を満 たす 。 1.加算 Ⅰの場合は必ず「該当」 1 1゙該当 口1非該当

イ
介護職 員について、経 験若しくは資格 等に応じて昇給 する仕組 み又は一定 の基 準 に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設

けている。

ロ

摩Ⅳ算屍℃會Ⅰ(ジ}1口
る,一ν )

10国巴器璧昌ε:#￥;W!!Zどに応じて昇給する仕組みを指す。
1o資格等に応じて昇給する仕組み

※「介護福祉士」や「実務者研修條了者」などの取得に応じて昇給する仕組みを指す。ただし、介護

福祉士資格を有して就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

※「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを指す。ただし、客観的な評価基

準や昇給条f牛が明文化されていることを要する。
0.③
1 }

ロ イについて、全 ての介護 職員に周知 している。

※要件Ⅲを満たす(加算 Ⅰを算定する)場合、昇給する仕組みを具体的に記載している就業規則等について、m2fl権肴からの求めがあった場合には速

やかに提出できるよう、適切に保管すること。



4 職場環境等要件について〈共通〉

※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない場合は「変更なし」にチェック(])     なし

【処遇改善加算】

届出に係る計画の期間中に実施する事項について、全体で心1 工2迭圭にチェソク(〆)すること。(ただ
し、記載するに当たっては、選択したキャリアパ

スに開する要件で求められている事項と重複する事項を記載しないこと。)

【特定加算】

届出に係る計画の期間中に実施する事項について、必エ全工にチェック(/)すること。複数の取組を行い
、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上や

キャリアアップに向けた支援」、「同立支援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産
性向上のための業務改善の取組]、「やりが

い・働きがいの醸成」について、それぞれ1つ以上の取組を行うこと。※処遇改善加算と特定加算とで、別
の取組を行うことは要しない。

区分 内容

11'[3法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

入職促 進 に向 10 j 業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築

けた取組 1[].他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 一

([.職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

資質の向上 や

101働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得Lようとする者に

対する喀痰吸引、認知症ケ乙 サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

キャリアアップ j図.研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
に向けた支援 :[):エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

:a-71fff者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

1[ 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の
整備

両立支援・多 1

様な働 き方 の
口職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員へ
の転換の制度等の整備

推進 1図有給休暇が取得しやすい環境の整備

[.業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
 1

看1″日介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得
支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰 1

痛対策の実施
 -  1

引陰竺辷1ロ短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等津康管理対策の実施コ

クσノ憚尿官シ 口雇用管理改善のための管理者に対する研直等の実施 1

1巨1事故・トラブルへの対応マニーアル等の作成等のf本制の整備
 一

し日 タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量
の縮減

生産性 向上 の 1

善の取 組 1

」

口1 際者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務
の提供)等による役割分担の明確化

口15S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践によ
る職場環境の整備

.業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減皇

;y,z;;.,WOt
ズ1.ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえ

た勤務環境やケア内容の改善

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施

利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

コ
コ
コ

5 見える化要件について〈特定加算〉※前年度に提出した計画書の記載内容から変更がない楊合は「変更7jlJ
にチェック(〆)

実施している周知方法について、チェック(/)すること。                             []
変更なし

ホームペ ージ1
への掲 載 .・

口 「介護サービス情報公表システム」への掲載 /[1掲載予定 一

lJ1,自社のホームページに掲載 /〔コ掲載予定

その他 の方 法 :0 承業所・施設の建物で、外部から見える場所への掲示 /[].掲載予定

による掲 示等 1ロ その他( ) / 口予定 1

以下 の点を確認 し、全 ての項 目にチェックして下さい。

 確認項 目 証明す る資料 の例 1

:図 加算相当額を適切に配分するための賃金改善ルールを定めました。
就業規則、給 与規程 1゙

1“Z-m遇改善加算として給付される額は、職員の賃金改善のために全額支出します。 給与明細 1

{0加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。 勤務体制表、介護福祉士登録川

jl7キャリアパス要件Ⅱの資質向上の目標及び具体的な計画を定めました。 資質 向上のための計画 1
1

j0認老九開走1梁 讐1た謀 デ ♂ 春ご"゙ 36゚ - 1
巨)労働保険料の納付が適正に行われています。 崖冑栗讐互係成立届、確定保 1
1図 本計画書の内容を雇用する全ての職員に対して周知しました。

会議録 、周 知文書 1

※各 証明資料は、指定権者からの求めがあった場合には、速やかに提出すること。

※本 表への虚満記載の池、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の請求に関して不
正があった場合は、介護報酬の返還

や指定取消となる楊合がある。

計画書の記載内容に虚偽がないことを証明するとともに、記載内容を証明する資料を適切に保管して
いるこ

とを誓約します。

令和 4 年 4 月 12 日 法人名 ライフ・ケア株式会社

代表者 職名 代表取締役 氏名 吉野 高 信


